
 議案第５５号  

 

附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例について 

附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

平成２６年５月３０日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例 

附属機関の設置に関する条例(昭和３７年相模原市条例第１７号)の一部を次のよ

うに改正する。 

別表市長の部相模原市青少年問題協議会の項中「こと」の次に「及びいじめ防止

対策推進法(平成２５年法律第７１号)第１４条第１項の規定に基づき、いじめの防

止等に関係する機関及び団体の連携を図ること」を加え、「２０人以内」を「２２

人以内」に改め、同表教育委員会の部相模原市子どものいじめに関する審議会の項

中「(平成２５年法律第７１号)」を削る。 

附 則 

 この条例は、平成２６年１０月１日から施行する。 

 

提案の理由 

  いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、相模原市青少年問

題協議会の設置目的及び委員の数を改正いたしたく提案するものである。 

 

 

 



議案第５６号 

 

相模原市立児童クラブ条例の一部を改正する条例について 

 相模原市立児童クラブ条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  平成２６年５月３０日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

相模原市立児童クラブ条例の一部を改正する条例 

 相模原市立児童クラブ条例(平成１１年相模原市条例第５６号)の一部を次のよう

に改正する。 

 別表相模原市立内郷児童クラブの項の次に次のように加える。 

相模原市立千木良児童クラブ 相模原市緑区千木良１０３５番地 

   附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、平成２６年９月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布

の日から施行する。 

(相模原市立千木良児童クラブの設置に伴う準備行為) 

２ 相模原市立千木良児童クラブの入会及び延長育成に係る決定、通知等の行為は、

この条例の施行の日前においても、行うことができる。 

 

提案の理由 

相模原市立千木良児童クラブの設置をいたしたく提案するものである。 



議案第５６号関係資料 
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配 置 図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  凡 例 

 

 

  施設の概要 

位   置 
相模原市緑区千木良１０３５番地 

(相模原市立千木良小学校内) 

延べ床面積 ２７２．００㎡ 

 

正
門 

プ
ー
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国道２０号 

千木良小学校 

 

校舎 

屋
内
運
動
場 

校舎 

市道片岡３号 

市道片岡２号 

市道片岡２号 

     

  

 

相模原市立千木良児童クラブ 

 

グラウンド 
通用門 

 


